
 

 

 

皆様へのメッセージ 

 

消費者委員会 

 

違法ドラッグは、多くの場合、「合法ドラッグ」と称し販売されていますが、その実態は

麻薬や覚醒剤に類似した危険な薬物であることに注意が必要です。 

 

違法ドラッグは、消費者が違法ドラッグの危険性を十分に認識していないという問題が

あります。特に青少年が興味本位で違法ドラッグを購入、使用することは、そこに常習性、

依存性の高いものがあること、また、より強い刺激を求めて麻薬や覚醒剤を使用する契機

となることなどから、周囲の者が十分注意する必要があります。 

 

学校生活や社会生活の中で、青少年が違法ドラッグのような薬物を購入・使用しないよ

うに、指導・監視していくことは不可欠です。また、青少年がこうした薬物に興味を持た

ないようにするには、学校だけでなく家庭内での教育が大きな役割を果たすことは言うま

でもありません。折に触れて家庭の中で、このような薬物の持つ恐ろしさを話し合うこと

は、薬物使用に対する予防的教育となります。 

 

しかし、現実に、こうした薬物を所持、使用している場合には、家族をはじめとする周

囲の人たちが勇気を持って、都道府県の薬物担当窓口に相談する等、適切な対応を行う必

要があります。深入りしてしまう前に青少年をこうした薬物の被害から守ることが重要で

す。 

 

国民一人一人が、薬物問題と真剣に向き合い、市場からこれらの薬物を排除する努力を

することが求められます。 

 

以 上 

 


